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北九州市告示第２１２号 

 国民健康保険料の納付について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２３１条の２第６項の規定による指定代理納付者を指定したので、北九州市会

計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第２４条の３第２項の規定により

次のとおり告示する。 

  令和３年５月２５日 

北九州市長 北 橋 健 治 

指定代理納付者 
指定期間 

名称 住所 

三井住友カード株式会

社 

大阪市中央区今橋四丁

目５番１５号 
令和３年４月１日から

令和４年３月３１日ま

で 

九州カード株式会社 福岡市博多区博多駅前

四丁目３番１８号 
令和３年４月１日から

令和４年３月３１日ま

で 
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北九州市公告第３６８号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次 

の開発行為に関する工事が完了したことを公告する。 

  令和３年５月２５日 

北九州市長 北 橋 健 治   

開発区域又は工区に含まれる地域の

名称 
開発行為者 

北九州市八幡西区町上津役西三丁目

１７５５番１から１７５５番４まで

、１７５７番１、１７５７番３、１

７５７番４、１７５７番６から１７

５７番９まで、１７５８番２、１７

５８番３、１７５８番１３から１７

５８番１７まで、１７５９番１、１

７５９番４のうち、１７５９番１３

のうち、１７５９番１６のうち、１

７５９番２０及び１７７１番１０ 

北九州市八幡西区岸の浦二丁目２

番１９号 

株式会社ＦＲＥＥＤＯＭ 

代表取締役 金田正文 

北九州市八幡西区町上津役西四丁

目１２番１号 

原口弘子 

北九州市八幡西区木屋瀬五丁目１７

０番１及び１７０番４から１７０番

１５まで 

北九州市八幡西区下上津役四丁目

１番３６号 

大英産業株式会社 

代表取締役 大園 信 
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北九州市議会規程第１号

北九州市議会事務局規程の一部を改正する規程を次のように定める。

  令和３年５月２５日

北九州市議会議長 鷹 木 研 一 郎   

   北九州市議会事務局規程の一部を改正する規程

北九州市議会事務局規程（昭和４４年北九州市議会規程第１号）の一部を次

のように改正する。

 第３条議事課委員係の項第２号中「特別委員会」を「予算特別委員会及び決

算特別委員会」に改め、同条政策調査課政策係の項に次の１号を加える。

  （３） 特別委員会（予算特別委員会及び決算特別委員会を除く。）に

関すること。

第１０条給与担当課長専決事項の項第６号中「、平成２２年度等における子

ども手当の支給に関する法律（平成２２年法律第１９号）の規定による子ども

手当及び平成２３年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法（平成

２３年法律第１０７号）の規定による子ども手当」を削り、同項第７号及び第

８号中「並びに児童手当及び子ども手当」を「及び児童手当」に改める。 

  付 則

 この規程は、令和３年６月１日から施行する。
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